
 
 

     令和 3年度事業計画 

公益社団法人青森県トラック協会

［１］策定基調 

 日本経済は、新型コロナ流行直後の歴史的な落ち込みから持ち直しつつあるものの、経 

済活動の水準は、依然として厳しい状況が続いている。 

 一方、県内経済は個人消費が緩やかに持ち直し、生産活動においても電子部品、「情報端 

末」や「周辺機器」のデバイスが好調なことに加え、業務用機械が増加しており新型コロ 

ナ禍においても緩やかな持ち直しがみられている。 

 こうした景気回復への期待が強まるなかで、首都圏において再度、緊急事態宣言が発出

されるなど、新型コロナ感染拡大への警戒感は依然として根強いものがある。 

 このようななか、トラックドライバーは生活を支えるために働く人々（エッセンシャル 

ワーカー）として、真摯に働く飾らない姿が高く評価されている。 

しかしながら、こうした周囲のエールに支えられ奮闘しているトラックドライバーは、 

慢性的な成り手不足に陥っており、ドライバーの労働環境の改善は大きな課題である。 

 また、近々に迫る「割増賃金率 50％の引き上げ」や「罰則付き時間外労働の上限規制」 

に対応できるよう、適正運賃・料金が収受できる健全経営の基盤強化も急務である。 

 国土交通省はこのような状況を打開するため、昨年 4 月に「標準的な運賃」を告示した

ところであり、我々運送事業者はその趣旨の周知を徹底し、「標準的な運賃」制度を限られ

た期間において有効に活用することが当面の重要な課題である。そのため、現下の様々な

要請に応えながら、効率的な法人運営を行うため、関係機関・団体と緊密に連携し、以下 8

項目を重点施策と位置付けて、[２]の事業計画に基づき効果的な諸施策を推進する。 

 

重点施策 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

(2) 改正貨物自動車運送事業法の周知徹底及び「標準的な運賃」の浸透等による適正な運

賃・料金収受の推進 

(3) 「働き方改革」の実現に向けた対策の推進 

(4) 人材確保対策の積極的な推進 

(5) 交通及び労災事故の防止対策の徹底 

(6) 高速道路通行料金の割引の拡大及び重要物流道路等広域道路ネットワークの整備など

使いやすい道路の実現 

(7) 適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

(8) 大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

 



 
 

［２］令和 3年度事業計画 

 

 Ａ 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 

（公益目的事業） 
 
１．交通安全対策事業                      重点(5) 
  事業用貨物自動車による交通事故防止は社会の要請であり、公道を利用する運送事業
者として最重要課題でもある。当協会では、事業用自動車はもとより、社会全体の交通

事故の死者及び人身事故の削減、飲酒運転の根絶を目指し、次の事業を実施する。 

 

 (1)  交通安全に資する助成事業                      

   事業用貨物自動車の交通事故削減に効果が期待される各種安全機器の助成と、運行

管理業務を支援するため、運転教育やドライバーの特性把握に関する助成を行う。 

   尚、令和 3年度においては次の助成を行う。 

 

  ① 運転者適性診断料助成（一般、初任、適齢） 

  ② 運転記録証明等交付手数料助成 

  ③ 定期健康診断料助成 

  ④ 職場健康器具（血圧測定器等）購入助成 

  ⑤ ドライブレコーダ機器等導入促進助成 

  ⑥ 安全装置等導入促進助成 

  ⑦ 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成 

  ⑧ 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査料助成  

  ⑨ トラックドライバー等安全教育訓練受講料助成 

  ⑩ 運行管理者一般講習受講料助成     

 

 (2)  青森県トラックドライバーコンテスト 

    県内のトラック運転者がプロドライバーとしての技術及び意識を更に高め、輸送時

の安全確保や安全運転に寄与することを目的として、法令知識、車両点検、運転技能

について競技し、成績優秀者を上部機関である全日本トラック協会が主催する全国大

会に出場させる。 

    ・開催予定日 令和 3年 7月 17日（土） 

    ・開催場所  青森中央自動車学校 

   ※ 第 53 回全国トラックドライバーコンテスト予選会を兼ね、成績優秀選手を 10

月に開催される全国大会選手として推薦する。 

 

(3)  交通安全キャンペーン等の実施及び参加                



 
 

    各種交通安全運動、キャンペーン等の実施及び参加を通じ、交通安全推進を行う。 

  尚、令和 3年度においては、次の運動、キャンペーンに参加する。 

 

  ① 春、秋の全国交通安全運動 

   ・春 令和 3年 4月 6日～15日 

   ・秋 令和 3年 9月 21日～30日 

   ・全国交通安全運動実施計画を策定し、会員に展開する。 

   ・全国交通安全運動県民総決起大会への参加 

 

  ② 新入学高校生事故防止キャンペーン（交通安全グッツの贈呈） 

   ・4月上旬予定 

   ・公立及び私立高校 1年生を対象 

   ・自転車の交通ルール指導用リーフレット 

   

  ③ 令和 3年度 トラック運送業界における点検整備推進運動 

   ・運動期間 令和 3年 9月 1日～10月 31日 

   ・「トラック運送業界における点検整備運動」青森県トラック協会実施計画を策定 

   ・会員事業者にホイールナットの締付状態等の自主点検実施及び報告を依頼 

 

④ 第 60回正しい運転・明るい輸送運動 

   ・運動期間 令和 3年 11月 16日～令和 4年 1月 10日 

   ・ポスターを作成し、全会員へ配布 

   ・全日本トラック協会への表彰候補者推薦（表彰枠：従業員２/事業所１） 

 

  ⑤ 令和 3年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検 

   ・運動期間 令和 3年 12月 10日～令和 4年 1月 10日 

   ・青森運輸支局による「安全総点検実施要領」を全会員に配布 

   ・会員事業者に重点点検事項の自主点検実施及び報告を依頼 

 

 (4) 交通安全研修会の開催                                              

   貨物自動車運送事業に関する事故防止対策に資する各種研修会を開催する。 

   尚、令和 3年度においては、次の研修会を開催する。  

  

 ① 初任運転者特別指導教育 

  ・青森会場（青森県トラック協会研修センター）3回実施 

   4月中旬 /  6月中旬 /  10月下旬 

  ・八戸会場（青森県トラック協会三八地区研修センター）3回実施 

   4月下旬 /  8月下旬 /  12月上旬 



 
 

    各回座学を 15時間実施する。 

 

 ② 経営者、運行管理者等への各種研修会 

  ・飲酒撲滅に向けた指導者研修会 

  ・交差点事故・追突事故防止等のセミナー開催 

  ・全ト協 YouTube配信を活用した特殊車両通行許可制度等の講習会受講促進 

 

  ③ 運行管理者試験勉強会 

   ・令和 3年 7月及び令和 4年 2月に青ト協研修センターにて開催 

 

  ④ トラック協会会員事業者による「事故防止安全大会」 

   ・事業用トラックによる交通事故防止対策をテーマとした研修会を開催するととも

に、事故防止安全決議の採択を行い、交通事故絶無への意識高揚を図る。 

    開催時期は 8月下旬を予定 

 

(5)  高齢者及び児童の交通安全教室                   

   交通弱者の交通事故防止のため、高齢者、児童向けの体験型学習を通じて、事故防

止啓発を行う。 

 ① 小学生交通安全教室（開催校との調整の上随時） 

 ② いきいきシルバー交通安全教室（10月上旬） 

 

(6) 運転適性診断の促進                                       

   各支部設置の適性診断機器を有効に活用し、事業用貨物自動車の運転者が手軽に運

転適性診断を受診出来る機会を提供 

受診率の向上によって、事業者による運転者指導や交通事故防止を図る。 

 

 

２．環境エネルギー対策事業 
  トラック輸送に伴う環境負荷の低減は、トラック運送業界に対する社会的要請である。

また、国内物流の基幹産業として発展を遂げるためにも環境保護関連団体の活動に積 

極的に参加し、社会との共生を図ることが求められていることから、下記の事業を実施 

する。 

 

 (1)  環境保全、地球温暖化対策に資する助成事業 

      事業用貨物自動車が排出する温室効果ガスや、粒子状物資などの削減に効果が認め

られる機器の導入や、事業者が行う環境保全に資する事業について助成を行う。 

 

    ① アイドリングストップ支援機器導入促進助成 



 
 

  ② グリーン経営認証制度促進助成 

 

  (2)  環境改善運動への参加 

   事業所及び各ドライバーへの環境啓発を図るため、環境関連団体の運動等に賛助す

るほか、各種運動等に積極的に参加する。 

 

  ① 青森県地球温暖化対策推進協議会 

  ② 奥入瀬渓流利用適正化協議会 

  ③ あおもり循環型社会推進協議会 

  ④ もったいない・あおもり県民運動推進会議 

  ⑤ 青森県美しい森林づくり推進会議 

 

 (3)  環境エネルギー研修会の開催 

   温室効果ガスによる地球温暖化や、事業用貨物自動車の排出ガスによる環境悪化の 

防止をテーマとした研修会を開催する。 

 

 

３．適正化対策事業                                重点 (7) 
  当協会は、貨物自動車運送事業法第 38 条の規定により、「地方貨物自動車適正化事業

実施機関」として東北運輸局青森運輸支局の管轄区域の一を限って東北運輸局長から指

定を受けている。（平成 2年 12月 1日） 

  地方適正化事業実施機関の事業は、同法第 39条の各号に定められており、貨物自動車

運送事業の秩序確立を図ることを目的としている。 

  適正化対策事業として、下記の事業を実施する。 

 

 (1)  地方適正化事業の推進                                        重点(1)(2)(7) 

 

  ① 貨物自動車運送事業者の指導                                        

    輸送の安全を阻害する行為の防止と法律に基づく命令の遵守を目的として、貨物

自動車運送事業者に対して会員・非会員を問わず、県内の事業所を訪問し、全国統

一の指導基準に基づき巡回指導を行う。 

    令和 3 年度は、県民生活と経済を支える持続的な物流の確保を図るため、トラッ

クにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの周知徹底を図る。 

 

  ② 営業類似行為（白トラ）の防止 

    白トラ、名義貸し行為に関する情報収集、啓発活動を実施する。 

 

  ③ 啓発広報活動                                                     



 
 

    過積載運行、過労運転等防止の啓発広報活動を実施する。 

 

  ④ 苦情処理 

    運送事業に係る苦情の処理を行う。苦情の申立者は、荷主等の利用者に限らず、

ドライバー等の一般市民も対象とし、高速道路での煽り行為、急な割り込み等の「危

険運転行為」に関する苦情を含め、再発防止指導を中心に処理する。 

     

  ⑤ 行政との連携                                                    重点(2) 

    運送事業の適正化を図るため行政との連携を図り、違法行為に関する行政通報を

行い、行政を一部補完する。 

    令和 3 年度は、令和 6 年度よりドライバーの労働時間の上限規制が適用されるこ

とを踏まえ、引き続き事業者が遵守すべき事項等の周知を図るとともに、事業者の

法令違反の原因となる不適正な荷主企業等に係る情報収集を行い、荷主対策の深度

化が図られるよう行政と情報の共有化を図る。 

    また、法令を遵守しない悪質事業者への早期監査を支援するため、適正化情報処

理システムを通じた迅速な情報提供を行う。 

 

 （2）事業用貨物自動車の交通事故防止活動                                 重点(5) 

   適正な運行管理、危険運転の防止、事業用自動車による交通事故防止事例等の情報

を事業者に提供し、事業者の運行管理能力の向上と交通事故防止活動の支援を行う。 

 

 (3) 安全性優良事業所（Ｇマーク制度）の認定促進                           重点(5) 

   全日本トラック協会ではトラック運送事業者の安全性の取組みを評価、認定、公表

する安全性優良事業を実施しており、当協会ではこの事業の実施に当たり、事業者の

認定評価に必要な安全性の取組みに関する支援や助言、申請書類の受付等を行う。 

 

 (4) 国土交通省「運輸安全マネジメント」の推進                            重点(5) 

   トラック事業の経営トップ主導による職場の安全体制を構築するため、巡回指導や

研修会を通じて経営者等への指導を行う。 

 

 (5)  輸送秩序確立運動                                            重点(2)(3) 

    安全で安心かつ良質な輸送サービスを安定的に確保・提供し続けるため、法令遵守

及び公正取引を通じた輸送秩序の確立を図り、健全な競争環境の実現と適正取引の推

進を目的とした運動を展開する。 

       令和 3年度は、改正貨物自動車運送事業法の周知徹底及び「標準的な運賃」の浸透

等による適正な運賃・料金収受についての環境づくりを推進する。 

 

 



 
 

 (6)  法令遵守等に関する研修会の開催                                 重点(2)(7) 

   貨物自動車運送事業の適正な運営に必要な規則・法令等に関する研修会を開催する。 

      令和 3年度の研修は、「標準的な運賃」が告示されたことを踏まえ、その趣旨や届出 

に係る周知を図り、併せて荷主等の理解促進に必要な周知活動を推進する。 

 

 (7) 地方適正化評議委員会の運営 

   地方実施機関の組織・運営の中立性、透明性を確保し、地方適正化事業の公正かつ 

着実な実施を図るため、地方適正化評議委員会を適切に運営する。 

 

 

４．緊急輸送対策事業                             重点 (8)        
  東日本大震災発生時の教訓を生かし、今後発生が予想される様々な災害に対応するた

め、関係機関との連携を図りながら、下記の事業を実施する。 

 

 (1)  各種防災訓練への参加                                               

   事業用貨物自動車は自然災害等の発生において緊急救援物資や災害復旧に必要な資

機材の輸送を行う重要な役割があり、各種防災訓練等に参加するほか、緊急通信体制

の整備及び情報伝達訓練を実施して災害時に対応できる組織体制の整備を行う。 

   令和 3 年度は、災害支援物資の円滑な流通を支援するため、支援物資の仕分け・管

理等に特化した専門知識を有する災害物流専門家の育成を図る。 

 

 (2)  防災資機材の整備                                              

   自然災害等の発生時に事業用貨物自動車に課せられた役割を迅速かつ適切に実施す

るため、各種資機材の整備及び維持管理を行う。 

 令和 3 年度は、輸送現場においてトラックドライバーが新型コロナウイルス感染リ

スクに的確に対応するため、感染拡大防止用品の整備を行う 

   
５．労働対策事業                          重点 (3)(4) 
  少子高齢化、ドライバー不足等の労働環境の変化に対応し女性、高齢ドライバーを含

めた人材の確保・育成対策を行うほか、事業従事者の健康増進や長時間労働の是正及び

労働災害を防止するため、下記の事業を行う。 

 

 (1)  労働災害防止対策及び労働力確保に資する助成事業          

   貨物自動車運送事業における労働災害の防止及び労働力確保に資する講習等の受講 

料、資機材の導入等に対し助成を行う。  

  ①  フォークリフト運転技能講習受講料助成 

  ② 準中型、中型、大型運転免許取得助成 

 



 
 

  ③ 車両系荷役運搬作業指導者等講習助成 

  ③ 交通労働災害防止管理者講習受講助成 

  ④ 安全衛生推進者教育助成    

     

 (2)  労働災害防止対策及び労働力確保に関する研修会の開催       重点(4)(5)  

   労働集約型産業である貨物自動車運送事業における労働災害防止及び労働力確に関

する研修会を開催する。 

    

  ① トラック運送事業者のための人材確保セミナー 

  ② 過労死等防止・健康起因事故防止セミナー 

  ③ 職場健康増進セミナー 

 

 (3)  労働力確保に関する調査研究                       重点(3)(4) 

    少子高齢化、ドライバー不足等の労働環境の変化に対応した労働力確保に関する調

査研究を行う。 

   

  ① 運輸行政、労働行政と連携し、次の施策を実施する。 

   ・ 取引環境・労働時間改善青森県協議会の運営を通じて労働力確保対策を推進す

る。 

   ・ 青森県人材確保対策推進協議会に参加し、建設、警備等の各種団体との情報交

換を行いトラック運送業界の人材確保対策に反映させる。  

   ・ ハローワーク等による職業説明会、就職ガイダンス等へ参加し、トラックドラ

イバーという職業の魅力発信を行う。 

 

  ② 働き方改革推進小委員会を開催し、労働時間規制等諸課題への適切な施策立案を

行い、実施する。 

 

 (4)  労働災害防止運動キャンペーン                              重点(5)(1) 

   夏期、冬期、年末繁忙期における総労働時間短縮、過労運転防止や新型コロナウイ

ルス感染予防対策について広報啓発活動を実施する 

 

  ① 夏期及び年末年始の労働災害防止強調運動を展開する。 

  ② 交通事故・労働災害防止コンクールの実施 

令和 3年 9月 1日～令和 4年 2月 28日 

  ③ 全ト協作成の「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」及び「新型コロナ

ウイルス感染予防対策ガイドライン」の普及促進 

  ④ 会報及び青ト協ホームページ等による広報啓発 

 



 
 

 

６．経営改善対策事業                    重点(3)(4) 
  貨物自動車運送事業の健全な経営を維持するためには、コストに見合った適切な運賃

収受が最大の課題であり、多様なコストを含めて原価意識の高揚を図ることが重要であ

る。 

  業界の活力ある永続的な発展に資するため、経営者・管理者の資質向上と若手経営者。

後継者、管理者等の育成を行うため、令和 3年度は下記の事業を行う。 

 

 (1)  経営改善に関するセミナー・研修会の開催                    

   経営環境の変化に対応するため、事業者の経営改善に必要な情報等を提供し、その

取組みに資するため、経営者、管理者を対象とした研修会を開催する。 

   また、適正な運賃・料金の収受は健全経営の基盤であり、諸課題の解決にも不可欠

なものであるため、業界の取組みとして必要な指導を行う。 

   令和 3 年度は、コロナ禍における小規模事業者の実態等を踏まえ、関係団体等との

連携による経営基盤強化等に関する研修会を開催する。 

 

(2) 人材育成のための各種助成の実施                                      重点(4) 

業界の活性化を図るため、業界の次代を担う青年経営者、後継者、職場管理者及び

女性ドライバー等の幅広い人材を育成し、トラック運送事業の永続的な発展を期すた

め、研修会等への参加助成を行う。 

                                                                    

   

 ７．広報対策事業 
   物流の重要性をアピールし業界のイメージを高めるためには、積極的な広報活動が

重要である。また、当協会の各種事業を効率よく展開するためにも広報活動は不可欠

であり、効果的な広報活動を推進するため、下記の事業を実施する。 

 

(1)  広報による業界の理解促進                          重点(2)(3)(4)(5)(6) 

  業界の課題・取組みを広く発信するため、各種メディアを活用し、一般消費者、荷

主企業に理解と協力を求める。 

  

   ① 物流に関する交流授業の開催 

     トラック輸送の社会的評価について認識を高めることを目的に小学生を対象と

した物流に関する交流授業を開催し、日常生活に不可欠な物流の仕組みやトラッ

ク輸送の社会貢献について広報する。 

 

   ② メディア懇談会の開催 

     県民の意識形成に影響力を有するメディア関係者との懇談会を開催し、業界の



 
 

現状に理解を求め、業界イメージ向上への取組みを行う。 

 

   ③ 重点広報の推進 

     各種メディアに対して「エッセンシャルワーカーとしてのトラック輸送の重要

性」、「適正取引の推進・標準的な運賃の収受」及び「安全性評価事業（G マーク

制度）の普及」を広報活動の重点として推進する。 

 

 

 (2)  「トラックの日」の広報 

    全日本トラック協会において定めた「トラックの日（10月 9日）行事として、一般 

消費者向けのイベントを開催し、トラック輸送のＰＲと交通安全の啓発を行い、トラ 

ック運送事業に対する理解促進を行う。 

    また、このイベントに併せて県内各地で街頭クリーン作戦など、事業者による社会 

貢献活動を行う。 

 

 

８．中央出捐金事業 
   当協会が青森県から交付を受けた青森県運輸事業振興助成交付金の一部（23.0%） 

を公益社団法人全日本トラック協会へ出捐金として支出する。 

    公益社団法人全日本トラック協会が実施している大部分の事業は、「運輸事業の振興に 

関する法律」に基づき、都道府県トラック協会から出捐された資金により行われており、 

その出捐金収入により、運輸の安全性の確保、環境に係る調査研究を行うと共に、より 

安定したトラック輸送のサービス改善と充実を図るため、全国トラック運送事業者の経 

営基盤強化を目指し、研修会の開催、啓発資料の発行、各種助成を行っている。 

 

 

Ｂ 表彰事業（相互扶助等事業１） 
  本協会の会員を対象に、協会の運営並びにトラック運送事業の健全な発展、社会的地

位向上に功績のあった者を表彰規程に基づき通常総会において表彰する。 

 

Ｃ 機関誌「青森県トラック協会報」発行事業（相互扶助等事業２） 
  2か月に 1回会報を発行し、会員のほか関係機関団体、関係行政機関、地方自治体など

に送付し、トラック運送に必要不可欠な情報を提供するとともに、業界における取組や

主張、提言を積極的に公表する。 

 

Ｄ 助成事業（相互扶助等事業３） 
  会員の経営支援を目的に信用保証、中小企業大学校講座受講促進事業を実施する。 

 



 
 

Ｅ 会員意見の発信事業（相互扶助等事業４）                    重点(6) 
  「規制緩和対策」「道路対策」「軽油価格変動対策」等について、会員の意見を行政等

に反映させるための要望活動を実施する。令和 3年度の要望は以下のとおり。 

 

  (1) フェリー及び高速道路料金の割引に相当する助成制度の創設 

  (2) 高速道路料金の更なる割引の充実 

   ・長距離逓減割引の拡充 

   ・深夜割引適用時間帯及び割引率の拡充 

   ・SA・PA、道の駅における駐車スペースや休憩・休息、シャワー施設の整備・拡充 

 

Ｆ 貸館事業（相互扶助等事業５） 
 ・ トラック協会研修センターの施設の一部を本協会の関連組織である陸上貨物運送事

業労働災害防止協会青森県支部、東北交通共済協同組合青森支部などへ有償で貸与す

る。 

 

 ・ 東北運輸局青森運輸支局や独立行政法人自動車事故対策機構等の公的機関が行う講

習会等に、大・中・小の研修室を有償で使用させる。 

 

 ・ 研修センター内に自動販売機を有料で設置させる。 

 

 ・ 本協会が所有する野球場を有料で貸与するほか、公益社団法人全日本トラック協会

から委託を受け管理しているトラックステーションをトラック運送事業者の車両駐車

場所として無償で貸与する。 


